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令和６年度 ＜住宅ﾘﾌｫｰﾑｴｷｽﾊﾟｰﾄ＞  

「増改築相談員（新規・更新）登録研修会」の案内 
 

主 催 公益財団法人 鹿児島県住宅・建築総合センター 
後 援 公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター 

鹿児島県 
 

人口・世帯減少、高齢化、エネルギー制約、予想される災害等の中で希求される持続可能社会において既存住宅は

重要な社会的資産です。 

既存住宅が有効活用されるためには、「いいものをつくって、きちんと手入れして、長く大切に使う」、すなわ

ち、適切な管理のもと多世代にわたって使用できるよう耐震性の向上、省エネ化、バリアフリー化に向けたリフォー

ムが重要になっています。 

このようなことから、住宅をリフォームする方が安心して相談できる体制を整備するため、国土交通省の指導のも

と、増改築相談員制度が創設され、増改築相談員には建築主等のため相談・助言等を行っていただき、住宅リフォー

ムの健全な普及促進を図ることとしております。 

また、当センターでは、県民にこの増改築相談員を活用していただくため「増改築相談員登録名簿」を随時閲覧で

きるよう住宅センターをはじめ、県・市町村の関係窓口に常備します。 

つきましては、増改築相談員研修会を下記の要領で実施しますので受講されますようお願いします。 

 
                                              記 
 
１  開 催 日 時  第１日目［新規のみ］  令和７年１月１５日（水）(受付 9:00～9:25)9:30～14:55 
         第２日目［新規・更新］令和７年１月１６日（木）(受付 10:00～10:25)10:30～15:45  
                           
２  場    所   カクイックス交流センター（かごしま県民交流センター）  

東棟３階 大研修室第２    住所：鹿児島市山下町 14 番 50 号 
※会場の駐車場は所定の手続きを行うことで２時間まで無料となります。駐車台数に限りが 

あるため、可能な限り公共交通機関をご利用ください。 
 
３  受講対象者    住宅の新築工事、又はリフォーム工事に関する実務経験が５年以上の方。 

（住宅工事に関し、熟知している方） 
 
４  募 集 定 員  ［新規］２０名     ［更新］５０名 
 
５  受  講  料   ［新規］２２，０００円 ［更新・再登録］１８，０００円（テキスト代･登録料･消費税を含む。） 
 
６  申 込 方 法   別記様式―８受講申込書に必要事項を記入の上、受講料、顔写真、振込依頼書の写しを添えて

下記申込先に送付してください。 
 

提出書類 

別記様式－８ 増改築相談員研修会 受講申込書 兼 登録申請書 

顔写真 
(参考様式－

１) 

１枚 サイズ 横３㎝×縦４㎝（カラー撮影） 
無帽、無背景、正面上三分身を写したもの。写真提出以前
６ヶ月以内に撮影したもので写真の裏面に氏名を必ず記
入する。 

 
７ 申  込  先    〒 892-0838 鹿児島市新屋敷町 16-228 号 
         （公財）鹿児島県住宅・建築総合センター 企画部 企画課  TEL 099-224-4543/ FAX 099-226-3963 
                                   
８ 申 込 期 限  令和６年１２月１８日（水）まで（厳守） 
                                                    ［裏面アリ］ 

今年度の更新対象者は、有効期限が令和７年(２０２５年)３月３１日の方です。 

なお、有効期限が令和５年(２０２３年)３月３１日及び令和６年(２０２４年)３月３１日の方 

（再登録者）も受講できます。 
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９ 研 修 内 容  

 

１０ 振 込 先 

銀 行 名  鹿児島銀行 県庁支店 

口座番号  普通預金  １０６２３７１ 

氏   名   （公財）鹿児島県住宅・建築総合センター 

      理事長 高崎 智幸 

住   所  〒892-0838 鹿児島市新屋敷町16番228号 

   ※ 振込手数料はご負担ください。 

 

１１  増改築相談員 

増改築相談員は、住宅の新築工事、又はリフォーム工事に関し、５年以上の実務経験と相当程度の

知識を有する者で、増改築相談員規程に基づく研修を履修し考査に合格し、（公財）住宅リフォーム・

紛争処理支援センターに登録された者で、消費者からの相談に誠実に応じ、必要に応じて積極的に助

言を行います。また、公的な機関で実施するリフォーム相談業務に参加する等の任務があります。 

 

１２  そ の 他 

 （１）受講申込をされた方には、受講票をお送りいたします。 

 （２）受講票は、当日、会場受付にご提示下さい。 

 （３）納入された受講料は、返金いたしません。 

（４）申込用紙は、コピーしたものを使用されても構いません。 

  

１３  会場案内図 ：カクイックス交流センター（かごしま県民交流センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
  

【新規のみ】 1/15(水) 【新規・更新】 1/16(木) 

時   間 課  程 時   間 課  程 

09:30～09:35 

09:35～09:55 

09:55～10:40 

10:50～11:20 

11:20～12:20 

12:20～14:20 

14:30～14:55 

開講あいさつ 

総論 

相談・工事の進め方 

性能向上リフォーム等 

昼食 （各 自） 

住宅の点検と補修 

設備のリフォーム 

10:30～11:10 

11:10～11:50 

11:50～12:50 

12:50～14:00 

14:15～14:30 

14:30～15:00 

15:15～15:45 

最近のトピック 

トラブル事例とその対応 

昼食 （各 自） 

関連法規・制度等 

関連融資・住宅の税金 

介護保険における住宅改修・実務解説 

考査 
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